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ボランティア活動 募集中！ 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

負担限度額認定証の再申請（対象者） 

及び 負担割合証（全員・黄色い保険証）の更新 時期 
 

負担限度額認定証（白い一枚ものの保険証） 

食費・居住費 減額の為の保険証。対象者（家族）が 毎年 7月頃に申請しておられるので、

対象者には 申請書が自宅に届いていると思われます。有効期限が７月末日のため、   

再申請を 忘れないように お願いします。 

 

令和６年度 介護保険改正により、居住費負担が１日６０円 負担増となります。 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険負担割合証(黄色い保険証) 

7 月に自動的に新しいものが自宅へ届きます。新しい保険証が届きましたら、1 階事務所

まで提出の程よろしくお願いいたします。 

 

尚 不明や解らない事があれば 事務所ｽﾀｯﾌ・相談員 木口迄 お尋ねください。 

 

あさらずに 不便楽しむ ゆとりかな 

        頑張るぞ 白寿の坂を 仰ぎ見る 
                    令和 6 年 夏 至 

 

居住費  ２段階         今まで     ８月より（９月請求分） 

３段階の①         ３７０円   ⇒ ４３０円 

３段階の② の方 

4 段階 の方      ４２０円   ⇒ ４８０円 

 

今後 ボランティアの再開など、少しずつ以前の生活に戻れるよう緩和中です。    

現在 音楽療法再開、また たこフィル等も予定中です。 

 

コロナ禍で 4 年間のブランクがあり、なかなか訪問を再開していただけない 

状況が続いております。サークル活動や、知人等を紹介していただければ倖です。

よろしくお願いします。 

 


